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【手続補正書】
【提出日】平成21年12月21日(2009.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用の乗員拘束装置であって、
　車両に装着された状態において、車両の室外空間（Ａ）に面する外面（２ａ）と、車両
の室内（Ｉ）に面する内面（２ｂ）を有する車両の支持構造体（２）と、
　前記支持構造体（２）の前記内面（２ｂ）に面する外面（３ａ）を有する車両シート（
３）と、
　前記室外空間（Ａ）から前記支持構造体（２）の前記外面（２ａ）に作用する外力に対
向する乗員を保護するべく展開可能とされたエアバッグ（４）と、
　前記車両シート（３）の前記外面（３ａ）に配設された、前記エアバッグ（４）の収容
のための収容体（５）と、
　前記収容体（５）において前記エアバッグ（４）の車両の前記室内（Ｉ）への展開を許
容する開成部（６）と、
を備え、
　前記室外空間（Ａ）から前記支持構造体（２）の前記外面（２ａ）への差し迫った外力
を検出するプリクラッシュ検出装置（７）を更に備え、当該プリクラッシュ検出装置は、
差し迫った外力を検出すると、前記エアバッグ（４）の前記収容体（５）を、前記車両シ
ート（３）の前記外面（３ａ）から前記支持構造体（２）の前記内面（２ｂ）へと向かう
移動方向（Ｂ）に沿って非作用位置から作用位置へと移動させる構成であることを特徴と
する乗員拘束装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の乗員拘束装置であって、
　前記収容体（５）の前記非作用位置から前記作用位置への移動によって、前記開成部（
６）が前記支持構造体（２）の前記内面（２ｂ）と前記車両シート（３）の前記外面（３
ａ）との間に配置され、これにより前記エアバッグ（４）は、前記支持構造体（２）の前
記内面（２ｂ）と前記車両シート（３）の前記外面（３ａ）との間で前記移動方向（Ｂ）
と直交する方向に展開可能とされることを特徴とする乗員拘束装置。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の乗員拘束装置であって、
　前記エアバッグ（４）を膨張させるためのガス発生器（９）を備え、当該ガス発生器は
、前記収容体（５）が前記作用位置にあるときに前記エアバッグ（４）を膨張させるため
のガスを放出する構成であることを特徴とする乗員拘束装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の乗員拘束装置であって、
　前記ガス発生器（９）と相互作用する衝突センサが設けられており、当該衝突センサは
、前記収容体（５）が前記作用位置にあるとき、前記支持構造体（２）の前記外面（２ａ
）への外力の作用が検出されると、前記エアバッグ（４）を膨張させるべく前記ガス発生
器（９）を起動させることを特徴とする乗員拘束装置。
【請求項５】
　請求項１から４のうちのいずれか１項に記載の乗員拘束装置であって、
　前記車両シート（３）は、前記移動方向（Ｂ）に沿って直線移動するように車両に装着
されていることを特徴とする乗員拘束装置。
【請求項６】
　請求項１から５のうちのいずれか１項に記載の乗員拘束装置であって、
　前記収容体（５）の前記非作用位置から前記作用位置への動作を発生させるべく、動作
発生装置（８）は、圧縮応力スプリング（１３）を有し、当該スプリングの圧縮応力の緩
和動作によって前記収容体の移動が生じることを特徴とする乗員拘束装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の乗員拘束装置であって、
　二位置間を往復動作可能な第１の固定要素（１５）を備え、当該第１の固定要素（１５
）は、第１の位置において前記スプリング（１３）の圧縮応力の緩和動作を防止し、第２
の位置へと動作することで前記スプリング（１３）を解放し、これにより前記収容体（５
）は、前記スプリング（１３）によって前記非作用位置から前記作用位置へと移動するこ
とを特徴とする乗員拘束装置。
【請求項８】
　請求項１から７のうちのいずれか１項に記載の乗員拘束装置であって、
　前記車両シート（３）は、車両の運転席シート或いは助手席シートとして構成されるこ
とを特徴とする乗員拘束装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】自動車用乗員拘束装置
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前文によって特徴付けられる、自動車用の乗員拘束装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の乗員拘束装置は、車両に装着された車両の支持構造体と、車両の室外に面する
外面と、車両の室内に面する内面と、支持構造体の内面に面する外面を備えた車両シート
と、室外から支持構造体の外面へと作用する外力から乗員を保護するべく展開可能なエア
バッグと、車両シートに装着されるエアバッグ用の収容体と、収容体のうち車両の室内に
展開可能な開成部とを備える。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　本発明は、先に言及したタイプ乗員拘束装置においてエアバッグの展開性能向上を図る
という問題に基づいている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１に記載の特徴を備える乗員拘束装置によってこの問題が解決される。
【０００５】
　本発明によれば、室外から支持構造体の外面への差し迫った外力の入力を検出するよう
に構成されたプリクラッシュ検出装置が設けられ、このプリクラッシュ検出装置は、差し
迫った外力の入力を検出すると、エアバッグ用の収容体の非作用位置から作用位置へ移動
、すなわち車両シートの外面から支持構造体の内面に向かう移動方向に沿って生じる移動
をもたらす。
【０００６】
　この収容体の配置によって、支持構造体と車両シート（シートバック）との間の接続（
連結）が可能とされ、側面衝突時に支持構造体の侵入が発生したときにエアバッグ展開空
間がブロックされるのをこの接続によって阻止することが可能とされ、これによりエアバ
ッグが室内へと良好に展開する。
【０００７】
　エアバッグの作動の信頼性向上を図る配置を実現するべく、更にエアバッグ用の収容体
が非作用位置から作用位置へと動作することで、支持構造体の内面と車両シートの外面と
の間に開成部が配設され、これによりエアバッグは、支持構造体の内面と車両シートの外
面との間において車両前方への直進方向に向けて自由（自在）に展開可能とされる。
【０００８】
　エアバッグ用収容体或いは完全に組み立てられたエアバッグモジュールの可逆的な動作
を選択するために動作発生装置が設けられ、この動作発生装置は、プリクラッシュ検出装
置に連結されるとともに、プリクラッシュ検出装置が差し迫った外力の入力、例えば他の
車両との側面衝突を予知すると、非作用位置から作用位置へと収容体を移動させる。
【０００９】
　プリクラッシュ検出装置は、室外から支持構造体（車体側部）の外面への差し迫った外
力の入力が検出されると、動作発生装置の動作をもたらす第１の出力信号を出力するよう
に構成されることで有利とされる。
【００１０】
　更にエアバッグを膨張させるためのガス発生器が設けられ、このガス発生装置は、収容
体がその作用位置にあるときのエアバッグを膨張させるためにガスを発生させ放出するこ
とが必要とされる。
【００１１】
　プリクラッシュ検出装置は、室外から支持構造体に向かう差し迫った外力が検出された
とき、収容体が作用位置にある場合にエアバッグを膨張させるべくガス発生装置を作動さ
せる第２の出力信号を出力するように構成されるのが好ましい。
【００１２】
　この変更例として、ガス発生装置を作動させる衝突センサが設けられ、この衝突センサ
は、支持構造体の外面に実際に外力が入力されたことが衝突センサによって検出されると
、エアバッグを作動させる。この場合、開成部が車両シートの外側に配設されたときにの
みエアバッグが作動される構成であるのが好ましい。
【００１３】
　本発明の変更例の１つでは、収容体は、支持構造体との間の物理的な連結によってその
作用位置において支持構造体の内面を押圧する構成とされ、支持構造体の外面に外力が作
用する際、支持構造体の移動方向と反対方向への変形に対抗し、また支持構造体と車両シ
ートとの間の吸収経路（衝突エネルギーを吸収する経路ともいう）がブロックされるのを
低減する。
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【００１４】
　本発明の実施形態の１つでは、収容体は、収容体が作用位置において支持構造体の内面
にちょうど接触するような範囲において前記の内面に支持可能とされるべく、動力発生装
置によって移動方向に沿って移動される。
【００１５】
　本発明の他の実施形態では、収容体は、作用位置への移動の間に動作発生装置によって
予め定められた力で移動方向に沿って支持構造体に向けて押圧され、これにより車両シー
トは、エアバッグの展開空間或いは支持構造体と車両シートとの間の吸収経路を広げるべ
く移動方向と反対方向に変形する。このため、特に車両シートのシートバック或いはその
シートバックから突出するバックレスト側部の変形がもたらされる。
【００１６】
　本発明の更なる変更例では、作用位置への移動の間において、車両シートは移動方向と
反対方向に直線移動可能に車両に配設されるよう準備され、収容体は、車両シートを支持
構造体から離間するように移動方向と反対方向に移動させるべく、動作発生装置によって
支持構造体の内面に押圧されるのが好ましい。これにより、吸収経路を有利に広げること
が可能とされ、これに応じて支持構造体が車両の室内の方向に侵入する間において車両シ
ートに着座している乗員の受傷の危険性が低減する。
【００１７】
　収容体の開成部に脆弱部（開裂を許容する部位）が設けられるのが好ましく、この収容
体は好ましくは硬質（高剛性）のハウジングとして構成され、エアバッグ膨張時に脆弱部
に沿って開成部が開裂し、車両の縦軸に沿って開成部を押圧する。この場合、脆弱部を直
線状に形成することが可能とさる。特に、開成部の脆弱部は、破断縫合部、接着剤或いは
相対的な薄肉部として、フィルム或いは織物（布地）によって構成される。
【００１８】
　収容体は、作用位置への展開の際にエアバッグが悪影響を受けるのを防止するべく、開
成部が開成される前にはエアバッグを完全に取り囲むのが有利とされる。ガス発生器は、
同様に収容体に配設されるのが好ましく、具体的にはエアバッグ内に配設されるのが好ま
しい。
【００１９】
　本発明の実施形態の１つでは、非作用位置から作用位置への移動のために、収容体は移
動方向に沿って直線移動可能に車両シートに、特に具体的には車両シートのうち、車両シ
ートに正規の状態で着座している乗員の背面のための受け面を形成するシートバックに装
着されるように準備される。この場合、シートバックは、好ましくはバックレスト側部が
シートバックの受け面から移動方向に直交して突出し、またシートに着座した乗員と支持
構造体との間において移動方向に沿って配設され、このバックレスト側部は、車両シート
に着座している乗員のうち支持構造体に面する身体面を支持するべく構成される。この種
の別のバックレスト側部は、（車両における装着状態において）車両の交軸に沿って第１
のバックレスト側部とは反対側に配設され、これにより車両シートに着座している乗員の
少なくとも一部分が２つのバックレスト側部の間において移動方向（車両の交軸ｙ）に沿
って配設される。
【００２０】
　シートバックに移動可能に配設された収容体は、非作用位置においてシートバックの最
外部のカバーによって被覆され、これにより非作用位置にある収容体は、車両シートへの
固定時においては認識（視認）できない。
【００２１】
　本発明の１つの変更例では、収容体が作用位置への移動の際に支持構造体の内面に押圧
されたとき、バックレスト側部の変形によって、バックレスト側部が収容体の移動方向と
反対方向に関し車両シートに着座している乗員を支持するように、シートバックに収容体
が配設される。
【００２２】
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　収容体の非作用位置から作用位置への移動を生じさせるべく、動作発生装置は少なくと
も１つの圧縮応力スプリングを備え、その圧縮応力の緩和動作によって収容体の移動が生
じる。この目的のために、スプリングはシートバックのうち収容体が装着されるバックレ
ストフレームに連結され、これにより収容体は非作用位置と作用位置との間を往復移動可
能とされ、このスプリングは、収容体の非作用位置において収容体にバックレストフレー
ムに対する圧縮応力を付与し、これより収容体は、スプリングの圧縮応力の緩和動作（解
放動作）の際に移動方向に沿ってその作用位置まで移動される。
【００２３】
　収容体を非作用位置に固定（ロック）するべく、収容体には、二位置間を移動可能、特
には往復回転動作可能な第１の固定要素が装着され、第１の固定要素は、第１の位置にお
いてスプリングの圧縮応力の緩和動作を防止し、第２の位置へと移動することでスプリン
グが解放され、これにより収容体はスプリングによって非作用位置から作用位置へと移動
される。
【００２４】
　好ましくは更なる別の動作発生装置が設けられ、この動作発生装置は、第１の固定要素
を第２の位置へと回転させるために、プリクラッシュ検出装置（第１の出力信号）と相互
作用する。特に、前記の別の動作発生装置は、第１の固定要素が第１の位置から、第１の
固定要素がスプリングを解放する第２の位置へと回転されるように、例えばピンの形態の
連結要素を第１の固定要素に対して押圧するよう構成される電磁コイルを備える。
【００２５】
　前記の別の動作発生装置は、電磁コイルと相互作用する電子制御システムが引き金（ト
リガ）となって作動し、プリクラッシュ検出装置の第１の出力信号を受けると、第１の固
定要素を第２の位置へと回転させるための電磁コイルを作動させる。
【００２６】
　好ましくは、更に第２の固定要素が設けられ、この第２の固定要素は、収容体が非作用
位置と作用位置とを移動する間にバックレストフレームの延在部に沿ってスライド動作し
、当該延在部との間で応力が付与されるよう構成され、これにより第２の固定要素は、前
記の延在部に沿ってスライド動作したとき、当該延在部に形成された少なくとも１つの凹
部に係合可能とされる。
【００２７】
　当該少なくとも１つの凹部は、移動方向と反対方向に収容体に作用する力を吸収する収
容体用の当接部を形成し、これにより第２の固定要素が少なくとも１つの凹部に係合して
いるとき、収容体は作用位置を外れて移動方向と反対方向に移動できない。
【００２８】
　バックレストフレームの前記の領域には、第２の固定要素が前記の領域に沿ってスライ
ド動作したときに係合可能な複数の凹部が設けられるのが好ましい。
【００２９】
　本発明の変更例の１つでは、第２の固定要素は、二位置間の往復回転動作が可能なレバ
ーとして構成され、その第１の位置では少なくとも１つの凹部に係合せず、その第２の位
置では少なくとも１つの凹部に係合する。この場合、前記のレバーは第１の位置において
第２の位置の方向へと応力が付与され、これによりレバーは凹部をスライドする際に少な
くとも１つの凹部に押し込まれる。
【００３０】
　本発明の改良では、収容体は、非作用位置と作用位置との間で可逆的な移動が可能とな
るように構成され、プリクラッシュ検出装置においては、それによって予知された外力が
支持構造体の外面に作用しないとき、第２の出力信号に代えて収容体を作用位置から非作
用位置へと戻す動作をもたらす第３の出力信号を用いるのが好ましい。
【００３１】
　支持構造体は、車体の側部、車両の側方ドア及び車体ピラーの車体部分の中から選択さ
れるのが好ましい。更に、本実施の形態の場合、車両シートは、車両の運転席シート或い
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は助手席シート（前席乗員シート）として構成されるのが好ましい。
【００３２】
　本発明の更なる詳細及び利点は、図面を参照しつつ以下に説明する典型的な実施形態か
ら明瞭化される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　図１は、図２とともに乗員拘束装置１を示しており、図１において乗員シート３として
構成される車両シートと、車両シート３に隣接して配置された車両Ｂピラーとしての支持
構造体２を備えている。この支持構造体２は、車両の室外空間Ａに面する外面２ａと、外
面２ａとは反対側において車両シート３の外面３ａに面する内面２ｂを有する。
【００３４】
　乗員拘束装置１は、車両のうち交軸ｙの少なくとも１つの成分を含む方向に沿って室外
空間Ａから支持構造体２の外面２ａへと作用する外力（荷重ないし力ともいう）の入力に
対し、車両シート３に着座している乗員Ｐを保護する機能を有する。通常そのような外力
の入力は、衝突物（例えば（自車両とは別の）車両）が車体側部、本実施の形態では車両
のうち支持構造体２の外面２ａに衝突するような側面衝突時において生じる。
【００３５】
　乗員拘束装置１は、乗員Ｐを保護するべく、ガス発生器（「ガスジェネレータ」ともい
う）９からのガスによって膨張可能なエアバッグ４を備えている。エアバッグ４と、この
エアバッグ４に対しガス誘導手段を介して接続されたガス発生器９は、１つのハウジング
面を除いて、硬質の（高剛性の）ハウジングとして構成された収容体５に収容され、その
ハウジング面は、収容体５が車両に装着された状態において車両の縦軸（車両の前後方向
に延在する長軸ともいう）ｘに沿って車両前方へと向かい、また撓み可能な柔軟性を有す
る開成部（開口部分を開放可能な開放領域ともいう）６として構成されており、エアバッ
グ４が膨張時にエアバッグ容量の増大によって開成部６を押圧することで当該領域が開裂
する（開放される）。
【００３６】
　車両シート３は、更にシートバック１０を備え、当該シートバックは、車両シート３に
正規の状態で着座している乗員Ｐの背面を受ける受け面１１を形成するとともに、補強さ
れた基体部分（ベース部分）としてのバックレストフレーム１４を含む構成とされる。シ
ートバック１０のうち支持構造体２に向かう縁部領域においては、バックレスト側部１２
が車両の縦軸ｘに沿って受け面１１を越えて突出しており、これによりバックレスト側部
１２は、乗員Ｐのうち支持構造体２に向かう身体面Ｐ’を支持するべく、乗員Ｐの身体面
Ｐ’と支持構造体２との間において車両の交軸（車両の縦軸ないし長軸に直交する軸とも
いう）ｙに沿った少なくとも幾つかの部位に配設されている。
【００３７】
　収容体５は、車両の縦軸ｘと平行位置にて延在する移動方向Ｂに沿って直線的に移動さ
れることで車両シート３のバックレストフレーム１４に装着され、これにより当該収容体
は、車両シート３のシートバック１０の中に収容体５が完全に埋設される非作用位置から
、収容体５が好ましくは移動方向Ｂに沿って支持構造体２の内面２ｂを押圧することで、
支持構造体２に物理的に連結される（一体的に動作可能につながれた状態とされる）作用
位置へと移動可能とされる。このため、車両の交軸ｙに沿った動作成分を有する衝突物が
、室外空間Ａから支持構造体２の外面２ａへと衝突するとき、支持構造体２の内面２ｂと
車両シート３の外面３ａとの間における（移動方向Ｂに沿った）吸収経路（衝突エネルギ
ーを吸収する経路ともいう）Ｂ’’に関する侵入ないし封鎖が阻止される。更に、収容体
５は、作用位置へと移動する間に、移動方向Ｂとは反対の入力方向Ｂ’に沿って外力が車
両シート３に入力されるように、支持構造体２の内面２ｂに押圧される可能性があり、本
実施形態の場合では、交軸ｙに平行に延在する荷重方向Ｂ’に沿って前記の外力が車両シ
ートを内側へと移動させる。このため、吸収経路Ｂ’’が乗員Ｐの保護を図るのに有効と
なるように延びている。
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【００３８】
　支持構造体の内面２ｂを支持する収容体５の受け面５ａは、非作用位置から作用位置へ
の動作の間に支持構造体２との物理的な連結が良好になされるように、部分的にぐらつき
のない安定した構造を有するのが好ましい。受け面５ａは、非作用位置において車両シー
ト３或いはそのシートバック１０のうち支持構造体２に面する外面３ａに対し同一平面に
（水平状に）埋設されるのが好ましい。
【００３９】
　更に、開成部６は、収容体５が作用位置へと移動することで、支持構造体２と車両シー
ト３との間において移動方向Ｂ（車両の交軸ｙ）に沿って配設され、これによりエアバッ
グ４は、侵入してくる障害物から乗員Ｐを保護するべく、（開成される）開成部６を通じ
て妨害されることなく車両前方への直進方向に向けて自由に（妨害されることなく自在に
）展開可能とされる。
【００４０】
　収容体５を良好なタイミングで移動させるために、（衝突を予め検出する）プリクラッ
シュ検出装置７が設けられており、このプリクラッシュ検出装置７は、収容体５を非作用
位置から作用位置へと駆動する動作発生装置（「駆動装置」ともいう）８及びガス発生器
９との間で相互作用する。
【００４１】
　このプリクラッシュ検出装置７（例えばレーダーによる検出装置）は、差し迫った危急
の衝突を検出した場合には、動作発生装置８による収容体５の非作用位置から作用位置へ
の駆動をもたらす第１の出力信号を出力する。このプリクラッシュ検出装置７の第２の出
力信号の出力により、ガス発生器９が点火され（ガスの発生が開始され）、その後に作用
位置にある収容体５の外部へとエアバッグ４を展開させる。プリクラッシュ検出装置７は
、予知された側面衝突が回避可能である場合、動作発生装置８が可逆的な動作が可能なと
きには、第２の出力信号に代えて、収容体５を作用位置から非作用位置へと戻すような駆
動をもたらす第３の出力信号を出力する。
【００４２】
　図２には、動作発生装置８の変更例が詳細に示されている。収容体５をバックレストフ
レーム４に直線移動可能に配設するために、前記の収容体は、（収容体５に固定状に接続
された）支持部５ｂを備えており、当該支持部は、非作用位置においては張力性のスプリ
ング１３によってバックレストフレーム１４に対し応力（「圧縮応力」或いは「弾性付勢
力」ともいう）を付与し、このスプリング１３の圧縮応力の緩和動作（スプリング１３の
圧縮が解除されつつ圧縮応力或いは弾性付勢力が緩和（解放）される動作）によって、収
容体５は（支持部５ｂとともに）支持構造体２に向け移動方向Ｂに沿って移動される。
【００４３】
　収容体５を非作用位置に固定（ロック）するために、支持部５ｂに設けられた第１の固
定要素１５が第１及び第２の位置の間を往復回転動作可能とされており、この第１の固定
要素１５は、第１の位置においてバックレストフレーム１４の凹部１４ａに係合し、前記
の凹部は、スプリング１３により移動方向Ｂに沿って支持部５ｂへと付与される応力を吸
収する。収容体５を作用位置へと移動させるように第１の固定要素１５を支持部５ｂが解
放される第２の位置へと回転させるために、磁気コイル１６（動作発生装置８とは別の動
作発生装置或いは駆動装置としての磁気コイル）が設けられており、当該磁気コイルは、
プリクラッシュ検出装置７による第１の出力信号の出力によって、ピン１６ａを第１の固
定要素１５に向けて押圧し、これにより第１の固定要素はバックレストフレーム１４の凹
部１４ａとの間の係合が解除される。支持構造体２の方向への収容体５の移動制御を可能
とするべく、収容体５は、バックレストフレーム１４上を長手方向に移動可能となるよう
に支持部５ｂを介して移動方向Ｂに沿って誘導される。
【００４４】
　収容体５が作用位置へと移動する間に、支持構造体２に侵入する衝突物が収容体５に作
用して当該収容体５が移動方向Ｂと反対に向けて非作用位置へと戻されるのが、第２の固
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定要素１７によって防止される。この目的において、第２の固定要素１７は、支持部５ｂ
に回転可能に配設された回転レバーとして構成され、また収容体５が非作用位置から作用
位置へと移動する際に、バックレストフレーム１４のうち車両の交軸ｙに沿って延在する
延在部１８に応力を付与し、また当該延在部に沿ってスライド可能とされる。この第２の
固定要素は、延在部１８に沿ってスライドする際に複数の凹部１９にラッチ係合（凹部に
引っ掛かるように係合）し、これら凹部は延在部１８に沿って配設されるとともに、第２
の固定要素１７が作用位置の方向に移動する際にそのような凹部１９から自動的に係合解
除されるように構成されており、複数の凹部１９のそれぞれが収容体５の支持部５ｂのた
めの当接部分とされ、前記の支持部は、当該支持部が移動方向Ｂと反対方向の（衝突物を
侵入させる）力を受けるときに第２の固定要素１７に接続される。別の方法では、支持部
５ａが移動方向Ｂと反対に動作している間に第２の固定要素１７は、延在部１８の凹部１
９にラッチ係合し、また第２の固定要素１７が移動方向Ｂと直交する方向の力によって凹
部１９の外へと回転されない限り、凹部１９からもはや係合解除することができない。こ
の係合解除のための分離駆動装置（ラッチ係合している第２の固定要素１７及び凹部１９
を分離させるための駆動装置）が適宜に設けられる。
【００４５】
　バックレストフレーム１４の延在部１８にそのような複数の凹部１９を、詳しくは移動
方向Ｂに従い支持部５ｂの動作経路全体に沿って形成することで、侵入衝突物が移動方向
Ｂと反対方向に収容体５に作用するとき、第２の固定要素１７には前記の動作経路全体に
沿って常に任意の当接部分１９が割り当てられる。
【００４６】
　本発明では、「請求項１または２に記載の乗員拘束装置であって、前記エアバッグ（４
）は、車両に装着された状態において、膨張時に車両の縦軸（ｘ）に沿って車両前方への
直進方向に向けて展開するように構成されていることを特徴とする乗員拘束装置」という
態様（態様１）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１，２、前記態様１のうちのいずれかに記載の乗員拘束装置
であって、動力発生装置（８）を備え、当該動力発生装置は、前記プリクラッシュ検出装
置（７）と相互作用するように構成され、また前記プリクラッシュ検出装置（７）による
差し迫った外力の検出時に前記収容体（５）を前記非作用位置から前記作用位置へと移動
させるように構成されていることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様２）を採
り得る。
　また本発明では、「前記態様２に記載の乗員拘束装置であって、前記プリクラッシュ検
出装置（７）は、前記支持構造体（２）の前記外面（２ａ）への差し迫った外力が検出さ
れると、前記動力発生装置（８）の起動をもたらす第１の出力信号を出力するように構成
され、これにより前記動力発生装置（８）が前記収容体を非作用位置から作用位置へと移
動させることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様３）を採り得る。
　また本発明では、「請求項３に記載の乗員拘束装置であって、前記プリクラッシュ検出
装置（７）は、前記収容体（５）が前記作用位置にあるとき、前記支持構造体（２）の前
記外面（２ａ）への差し迫った外力が検出されると、前記エアバッグ（４）を膨張させる
べく前記ガス発生器（９）を作動させる第２の出力信号を出力するように構成されている
ことを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様４）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１から４、前記態様１から４のうちのいずれかに記載の乗員
拘束装置であって、前記収容体（５）は、前記作用位置において前記支持構造体（２）の
前記内面（２ｂ）に支持され、前記支持構造体（２）の前記外面（２ａ）への外力の作用
時に、前記移動方向（Ｂ）と反対方向の前記支持構造体（２）の変形に対抗する構成であ
ることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様５）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様２または、前記態様２に従属する前記態様３から５のいず
れかに記載の乗員拘束装置であって、前記収容体（５）は、前記作用位置へと移動する間
に、前記移動方向（Ｂ）に沿って前記支持構造体（２）に向けて押圧され、これにより前
記車両シート（３）は、前記エアバッグ（４）の展開空間を維持するべく前記移動方向（
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Ｂ）と反対方向に変形することを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様６）を採り
得る。
　また本発明では、「前記態様２または、前記態様２に従属する前記態様３から５のいず
れかに記載の乗員拘束装置であって、前記収容体（５）は、前記作用位置において前記支
持構造体（２）の内面（２ｂ）にちょうど接触するような範囲において、前記動力発生装
置（８）によって前記移動方向（Ｂ）に沿って移動することを特徴とする乗員拘束装置」
という態様（態様７）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様７に記載の乗員拘束装置であって、前記収容体（５）は、
前記作用位置へと移動する間に、前記動力発生装置（８）によって前記支持構造体（２）
の前記内面（２ｂ）に向けて押圧され、前記車両シートを前記支持構造体から離間するよ
うに前記移動方向（Ｂ）と反対方向に移動させることを特徴とする乗員拘束装置」という
態様（態様８）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１から５、前記態様１から８のうちのいずれかに記載の乗員
拘束装置であって、前記収容体（５）の前記開成部（６）は脆弱部を備え、前記エアバッ
グが膨張時に前記開成部を押圧するとき、前記開成部（６）が前記脆弱部に沿って開裂す
ることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様９）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１から５、前記態様１から９のうちのいずれかに記載の乗員
拘束装置であって、前記収容体（５）は、少なくとも一部が硬質のハウジングとして構成
されることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様１０）を採り得る。
【００４７】
　また本発明では、「請求項３または、請求項３に従属する請求項４，５、前記態様４か
ら１０のいずれかに記載の乗員拘束装置であって、前記収容体（５）は、前記エアバッグ
及び前記ガス発生器を取り囲む構成であることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（
態様１１）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１から５、前記態様１から１１のうちのいずれかに記載の乗
員拘束装置であって、前記収容体（５）は、前記非作用位置から前記作用位置への移動の
ため、前記移動方向（Ｂ）に沿って直線移動可能となるように前記車両シート（３）に装
着されていることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様１２）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１から５、前記態様１から１２のうちのいずれかに記載の乗
員拘束装置であって、前記車両シート（３）は、前記車両シート（３）に着座している乗
員（Ｐ）の背面を受ける受け面（１１）を形成するシートバック（１０）を有することを
特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様１３）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様１３に記載の乗員拘束装置であって、前記収容体（５）は
、前記非作用位置から前記作用位置への移動のため、前記移動方向（Ｂ）に沿って直線移
動可能となるように前記シートバック（１０）に装着され、また前記非作用位置において
前記シートバック（１０）の最外部のカバーによって被覆されることを特徴とする乗員拘
束装置」という態様（態様１４）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様１３または１４に記載の乗員拘束装置であって、前記シー
トバック（１０）は、バックレスト側部（１２）を有し、当該バックレスト側部は、前記
移動方向（Ｂ）と直交する方向に関し前記シートバック（１０）の前記受け面（１１）を
越えて突出するとともに、前記車両シート（３）に着座している乗員（Ｐ）と前記支持構
造体（２）との間に配設され、また前記車両シート（３）に着座している乗員（Ｐ）のう
ち前記支持構造体（２）に面する身体面（Ｐ’）を支持するべく構成されていることを特
徴とする乗員拘束装置」という態様（態様１５）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様７を除いて従属する前記態様１５に記載の乗員拘束装置で
あって、前記収容体（５）は、前記非作用位置から前記作用位置への移動のため、前記移
動方向（Ｂ）に沿って直線移動可能となるように前記シートバック（１０）に装着され、
前記収容体（５）が前記作用位置へと移動する間に前記支持構造体（２）の前記内面（２
ｂ）を前記移動方向（Ｂ）に沿って押圧するとき、前記車両シート（３）に着座している
乗員（Ｐ）のうち前記支持構造体（２）に面する身体面（Ｐ’）に向けて前記移動方向（
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Ｂ）と反対方向に前記バックレスト側部（１２）を押圧することを特徴とする乗員拘束装
置」という態様（態様１６）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様１３または、前記態様１３に従属する前記態様１４から１
６のいずれかに記載の乗員拘束装置であって、前記車両シート（３）は、前記シートバッ
ク（１０）の基体部分としてのバックレストフレーム（１４）を有することを特徴とする
乗員拘束装置」という態様（態様１７）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様１７に記載の乗員拘束装置であって、前記収容体（５）は
、前記非作用位置から前記作用位置への移動のため、前記移動方向（Ｂ）に沿って直線移
動可能となるように前記バックレストフレーム（１４）に装着されていることを特徴とす
る乗員拘束装置」という態様（態様１８）を採り得る。
　また本発明では、「請求項５ないし前記態様１７または１８に記載の乗員拘束装置であ
って、前記収容体（５）の前記非作用位置において、前記スプリング（１３）は前記収容
体（５）に前記バックレストフレーム（１４）に対する圧縮応力を付与し、これにより前
記収容体（５）は、前記スプリング（１３）の圧縮応力の緩和動作の間に、前記移動方向
（Ｂ）に沿って前記作用位置へと移動することを特徴とする乗員拘束装置」という態様（
態様１９）を採り得る。
　また本発明では、「請求項７に記載の乗員拘束装置であって、前記第１の固定要素（１
５）は、前記第１及び第２の位置間を往復回転動作可能となるように前記収容体（５）に
配設された構成であることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様２０）を採り得
る。
【００４８】
　また本発明では、「請求項６ないし前記態様１９または２０に記載の乗員拘束装置であ
って、更なる動作発生装置（１６）が設けられており、当該動作発生装置は、前記プリク
ラッシュ検出装置と相互作用し、前記プリクラッシュ検出装置（７）が前記支持構造体（
２）の前記外面（２ａ）への差し迫った外力を検出すると、前記第１の固定要素（１５）
を前記第１の位置から前記第２の位置へと回転させることを特徴とする乗員拘束装置」と
いう態様（態様２１）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様１７、或いは前記態様１７に従属する前記態様１８から２
１のいずれかに記載の乗員拘束装置であって、第２の固定要素（１７）が設けられ、当該
第２の固定要素は、前記収容体（５）が前記非作用位置と前記作用位置とを移動する間に
、前記バックレストフレーム（１４）の延在部（１８）に沿ってスライド動作し、前記延
在部（１８）に対し応力を付与し、前記第２の固定要素（１７）が前記延在部（１８）に
沿ってスライド動作するとき、前記延在部（１８）に形成された少なくとも１つの凹部（
１９）に係合可能とされていることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様２２）
を採り得る。
　また本発明では、「前記態様２２に記載の乗員拘束装置であって、前記凹部（１９）は
、前記収容体（５）に対し前記移動方向（Ｂ）と反対方向に作用する力を吸収する前記収
容体（５）のための当接部を形成し、これにより前記第２の固定要素（１７）が少なくと
も１つの凹部（１９）に係合すると、前記収容体（５）は前記移動方向（Ｂ）と反対方向
に移動不能とされることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様２３）を採り得る
。
　また本発明では、「前記態様２２または２３に記載の乗員拘束装置であって、前記延在
部（１８）に複数の凹部（１９）が設けられており、前記第２の固定要素（１７）は前記
延在部（１８）に沿ってスライド動作する際に当該凹部に係合可能とされることを特徴と
する乗員拘束装置」という態様（態様２４）を採り得る。
　また本発明では、「前記態様２２或いは前記態様２２に従属する前記態様２３または２
４のいずれかに記載の乗員拘束装置であって、前記第２の固定要素（１７）は、二位置間
を往復回転動作可能なレバーとして構成され、第１の位置では少なくとも１つの凹部（１
９）と係合せず、第２の位置では少なくとも１つの凹部（１９）と係合し、前記第１の位
置にある前記レバー（１７）は前記第２の位置へと応力が付与されることを特徴とする乗
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員拘束装置」という態様（態様２５）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１から７、前記態様１から２５のうちのいずれかに記載の乗
員拘束装置であって、前記収容体（５）は、前記非作用位置と前記作用位置との間で可逆
的な移動が可能とされた構成であることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様２
６）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１から７、前記態様１から２６のうちのいずれかに記載の乗
員拘束装置であって、前記支持構造体（２）の前記外面（２ａ）への外力の予知が生じな
い場合、前記プリクラッシュ検出装置（７）は、前記収容体（５）の前記作用位置から前
記非作用位置への移動をもたらす第３の出力信号を出力することを特徴とする乗員拘束装
置」という態様（態様２７）を採り得る。
　また本発明では、「請求項１から７、前記態様１から２７のうちのいずれかに記載の乗
員拘束装置であって、前記支持構造体（２）は、車体の側部、車両の側方ドア或いは車体
ピラーの車体部分によって構成されることを特徴とする乗員拘束装置」という態様（態様
２８）を採り得る。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、展開可能なエアバッグを備える乗員拘束装置を上方からみた図である。
【図２】図２は、図１に示すタイプの乗員拘束装置を後方からみた図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　乗員拘束装置
２　支持構造体
２ａ　外面
２ｂ　内面
３　車両シート
３ａ　外面
４　エアバッグ
５　収容体
５ａ　受け面
５ｂ　支持部
６　開成部
７　プリクラッシュ検出装置
８　動作発生装置
９　ガス発生器
１０　シートバック
１１　受け面
１２　バックレスト側部
１３　スプリング
１４　バックレストフレーム
１４ａ　凹部
１５　第１の固定要素
１６　磁気コイル
１６ａ　ピン
１７　第２の固定要素
１８　延在部
１９　凹部
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